
一般社団法人　日本ワークルール検定協会　〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台3-2-11　
E-mail:jimukyoku@workrule-kentei.jp  電話03-3254-0545（受付対応時間：平日10:00~17:00）

主催者│お問い合わせ先

詳しくは公式ホームページへ ワークルール検定
お近くの書店、またはインターネットでお買い求めください。

公式テキストブック（旬報社刊）

正社員、派遣社員、パート･アルバイトから管理職、経営者、労組役員に至るまで
どなたでも職場で役立つ法律知識を身につけられます！

ワークルール
検定

IBT方式で自宅でも職場でも、
場所を問わず受けられます！
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「WR検／ワークルール検定」のロゴまたは名称等は、一般社団法人日本ワークルール検定協会の登録商標です（登録商標第5856416号）。

春

（公式ウェブサイト）

3月下旬
発売！！

検定
期間 6月12日（金）13日（土）10：00～

17：00
（最終開始時間）

4月1日（水）～5月29日（金）申込受付期間

 初級検定

社会人として必須！
知っておくべき労働法と社会保険の

基礎知識

45分 4,900円（税込）
部下を率いるリーダー、店長、

人事担当者、経営者、労組役員に求められる

幅広い知識
学習動画（11講座、計約120分）の視聴が含まれます。

 中級検定 80分 8,900円（税込）

IBTとは  Internet Based Testingの略称でパソコン、スマートフォン、タブレットで受検できます。

出題内容は、公式テキストにおおむね準拠しています。

2025年秋検定の受検者コメント
バランスよくワークルールを学べる出題範囲のため、試
験を通じて自分の得意・不得意を客観的な数字で知るこ
とができる点に、受験した意義を感じています。（初級）

法律の解釈や判例に関する内容など、より深い理解に関
する問題が多く、労働組合業務の実務に活かすという観
点では非常に効果的な学習になったと感じた。（中級）

3月下旬
発売！！
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検定はIBT方式で行います。パソコン、スマートフォン、タブレットで受検
いただけます（不正防止のためカメラ付きであることが条件となります）。
中級は長文問題が含まれますので、パソコンでの受検を推奨します。
申込みは4月1日より、公式ホームページから受け付けます。

受検の方法と申込み

初級、中級ともに70％以上を合格とします。
問題と正答、解答一覧は6月14日（日）9：00以降にマイページで確認できます。
合否判定は6月21日（日）9：00以降となります。

合格基準と判定

●初級は上記の出題範囲から社会人として知っておくべき労働法と社会保険
の基礎知識、中級は部下を率いるリーダー、店長、人事担当、経営者、労
組役員に求められる幅広い知識、を問う出題となります。

主な出題範囲

1.  労働法のアウトライン
基本的な考え方と仕組み、労働条件決定の仕組み、労働契約の当事者、労使
紛争の解決手続

2.  労働契約の締結からその後の展開
労働契約、就業規則、採用・内定・試用、人事異動、企業秩序と懲戒処分

3.  労働条件の変更
労使の個別合意による変更、労働協約による変更、就業規則による変更

4.  賃金
賃金とは、賃金請求権の発生、賃金の支払い・支払形態・決定、割増賃金、賞与、
退職金、最低賃金、賃金の支払い確保

5.  労働時間・休憩・休日、年次有給休暇、育児介護その他の休暇、休職

6.  安全衛生・労働災害
労働安全衛生の仕組み、労災補償

7.  非正規労働者に対する保護
現状と保護の必要性、有期雇用契約に対する法的規制、パート有期法による
保護の仕組み、労働者派遣法による保護の仕組み

8.  労働者の人権保護と平等
労働者の人権保護、ハラスメント（いじめ・嫌がらせ）からの保護、雇用平等、
労働者のプライバシー保護

9.  雇用終了
雇用終了の仕方と理由、合意解約と辞職、解雇、休職期間満了後の（自動）退職、
定年制と高年齢者雇用、有期契約と雇止め、雇用終了に際してのルール

10. 労働組合法
労働組合に関する法の全体像、結成・加入・内部運営、不当労働行為制度、
労働委員会制度、団体交渉権の保障、労働協約、団体行動の正当性

11. 社会保障・社会保険
社会保障制度の全体像、社会保険制度、保険料、私傷病をめぐる保険給付、
失業をめぐる保険給付、妊娠・出産・育児に関連する給付等
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